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二

○
人
事
委
員
会
規
則

　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
井
　
　
　
久
　
　
　
子
　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
七
中

「

次
　
長
　
級

大
分
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
。

以
下
「
企
業
局
組
織
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
企
業
局
次
長
及
び
こ
れ
に
相

当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職

」

を

「

部
　
長
　
級

大
分
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
。

以
下
「
企
業
局
組
織
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
企
業
局
理
事
及
び
こ
れ
に
相

四
四

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職

 

に

次
　
長
　
級

企
業
局
組
織
規
程
に
定
め
る
企
業
局
次
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会

が
認
め
る
職

」

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
井
　
　
　
久
　
　
　
子
　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
　
削
除
　

　
別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
井
　
　
　
久
　
　
　
子
　

　
別
表
第
二
の
ト
の
表
中

「

次
　
　
長
　
　
級

　
　
「

部
　
　
長
　
　
級

次
　
　
長
　
　
級



平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

二

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
告
示
）

十
五
年
　

十
七
年
　

十
五
年
　

十
八
年
　

二
十
年
　

十
八
年
　

二
十
一
年
　

二
十
三
年
　

二
十
一
年
　

四
年
　

五
年
　

四
年
　

任
命
権
者
に
お
い
て
実

施
し
た
面
接
意
見
書
に

よ
る
も
の
と
し
、
性

格
、
人
物
等
監
督
者
と

し
て
適
当
な
こ
と
。

を

任
命
権
者
に
お
い
て
実

施
し
た
面
接
意
見
書
に

よ
る
も
の
と
し
、
性

格
、
人
物
等
監
督
者
と

し
て
適
当
な
こ
と
。

同
　
上

に
改
め
る
。

職
務
遂
行
上
必
要
な
法

令
等
に
規
定
さ
れ
た
資

格
又
は
免
許
を
有
す
る

こ
と
。

職
務
遂
行
上
必
要
な
法

令
等
に
規
定
さ
れ
た
資

格
又
は
免
許
を
有
す
る

こ
と
。

同
　
上

地
方
公
務
員
法
第
十
六

条
の
欠
格
条
項
に
該
当

し
な
い
こ
と
。

」

地
方
公
務
員
法
第
十
六

条
の
欠
格
条
項
に
該
当

し
な
い
こ
と
。

同
　
上

」

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　
労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
井
　
　
　
久
　
　
　
子
　

　
第
一
号
の
表
の
十
二
の
項
中
「⎜

大
分
県
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
部
浅
海
・
内
水
面
グ

ル
ー
プ⎜

」
を
「⎜

大
分
県
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
部
北
部
水
産
グ
ル
ー
プ⎜

」
に
改

め
、
第
二
号
の
表
中
「
水
産
研
究
部
浅
海
・
内
水
面
グ
ル
ー
プ
」
を
「
水
産
研
究
部
北
部
水
産
グ
ル
ー
プ
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。


